
貝塚市の給与・定員管理等について  

１ 総括  

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 住民基本 

台帳人口 

(22 年度末) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

21 年度の

人件費率 

22 年度 人 

89,938 

千円 

31,304,949 

千円 

100,630 

千円 

5,837,497 

％ 

18.6 

％ 

18.9 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当

たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

類似団体平

均一人当た

り給与費 

給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計  Ｂ 

22 年度 人 

563   

千円 

2,138,983 

千円 

503,500 

千円 

822,144 

千円 

3,464,627 

千円 

6,153 

千円 

6,338 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。  

２ 職員数は、平成２３年３月３１日現在の人数である。 

 

(3) 特記事項 

平成 10 年 4 月から課長級以上の職員について、管理職手当の 10％とそれに対応する地

域（調整）手当の減額支給を行っている。 

 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 
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（注）１：ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示

す指数である。  

２：類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を 単純平均した

ものである。 



  

２ 一般行政職給料表の状況（２３年４月１日現在） 
（単位：円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 10級 

１号級

の給料

月額 

 

413,000 

 

409,400 

 

320,600 

 

320,600 

 

261,900 

 

261,900 

 

185,800 

 

144,500 

 

－ 

 

－ 

最高号

級の給

料月額 

 

480,500 

 

465,800 

 

458,400 

 

424,600 

 

406,500 

 

396,300 

 

356,400 

 

302,400 

 

－ 

 

－ 

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。 

 

 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

（平成２３年４月１日現在）  

[１]一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

貝塚市 歳 

４１．１  

円 

321,600   

円 

409,071   

円 

374,127   

大阪府 歳 

４３．６  

円 

314,453   

円 

418,321   

円 

369,556   

国 歳 

４２．３ 

円 

327,205    

円 

―     

円 

397,723   

類似団体 歳 

４２．８  

円 

328,921    

 円 

422,226   

円 

380,777   

 

[２]技能労務職 

 公   務   員 民  間 備考 

区 分 平均 

年齢 
職員数 平均 

給料月額 
平均 

給与月額 
(A) 

平均 

給与月

額 

（国ベー

ス） 

対応する

民間 

の類似

職種 

平均 

年齢 
平均 

給与月

額 
(B) 

Ａ／Ｂ 

貝塚市 歳 

４１．９ 

人 

８１ 

円 

300,700 

円 

354,311 

円 

337,845 

― ― ― ― 

 うち 

清掃職員 

歳 

４５．３ 

人 

２８ 

円 

331,600 

円 

400,778 

円 

373,935 

廃棄物

処理業

従業員 

歳 

４４．６ 

円 

290,600 

１．３８ 

うち 
給食調理

員 

歳 

３５．６ 

人 

２６ 

円 

251,700 

円 

284,138 

円 

280,076 

調理士 歳 

４２．２ 

円 

251,200 

１．０４ 

うち 

庁務員 

 歳 

４５．８ 

人 

１３ 

円 

311,600 

円 

350,338 

円 

345,938 

用務員 歳 

５３．８ 

円 

209,700 

１．６７ 

うち 

運転手 

歳 

４４．１ 

人 

１ 

円 

312,100 

円 

415,100 

円 

347,100 

自家用乗

用自動車 

運転者 

歳 

５５．５ 

円 

277,100 

１．５０ 



うち 
電話交換

手 

歳 

５３．１ 

人 

２ 

円 

294,900 

円 

312,600 

円 

312,600 

― ― ― ― 

うち 
その他職

員 

歳 

４１．５ 

人 

１１ 

円 

325,000 

円 

409,500 

円 

377,045 

― ― ― ― 

大阪府 歳 

４８．３ 

人 

921 

円 

302,164 

円 

385,410 

円 

354,408 

― ― ― ― 

国 歳 

４９．５ 

人 

3,689 

   円 

283,862 

― 円 

321,662 

― ― ― ― 

類似団体 歳 

４７．７ 

人 

39 

円 

327,320 

円 

386,239 

円 

365,099 

― ― ― ― 

 

 

 

区 分 参         考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 

Ｃ／Ｄ 

貝塚市 ― ― ― 

 うち清掃職員 円 

6,346,736  

円 

4,035,300  

   

１．５７ 

うち給食調理員 円 

4,560,156  

円 

3,675,400  

   

１．２４ 

うち庁務員 円 

5,640,456  

円 

2,943,200  

 

１．９２ 

うち運転手 円 

6,361,800 

円 

3,515,400 

 

１．８１ 

うち電話交換手 ― ― ― 

うちその他職員 ― ― ― 

※１：上記中、「その他職員」とは、葬儀員及び土木工員である。 

２：民間データは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（平成 20 年～

22 年の３ヶ年平均）を使用している。 

なお、調理士及び自家用自動車運転者については大阪府のデータを記載しているが、廃棄物処理業従

業員及び用務員については、都道府県別データがないため全国のデータを記載している。 

また、電話交換手及びその他の職員については、対応する類似職種や公表データがないため記載して

いない。 

３：公務員の「技能労務職の職種」と民間の「類似職種」については、公務員が正規職員のみを対象とし

たデータであるのに対して、民間のデータは短期雇用や非正規雇用を含んだデータであり、経験年数、平

均年齢、業務内容、雇用形態が一致していないため、単純に比較できるものではない。 

４：年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額

を加えた試算値である。 

 

 

 



 

[３]教育職のうち幼稚園教諭 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

貝塚市     歳 

４５．３ 

円 

365,300 

円 

421,270 

円 

417,788 

大阪府 ― ― ― ― 

類似団体 ― ― ― ― 

（注）１： 「平均給料月額」とは、平成２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均であ

る。 

２： 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされ

ているものである。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当

等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算 したものである。 

 

 (2) 職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在） 

区    分 貝   塚   市 大 阪 府 国 

一般行政職 大 学 卒 187,600 円 178,800 円 172,200 円 

高 校 卒 157,200 円 144,500 円 140,100 円 

技能労務職  

(給食調理員以外) 
高 校 卒 157,200 円 149,000 円 ― 

中 学 卒 ― ― ― 

技能労務職 
 (給食調理員) 

高 校 卒 147,200 円 ― ― 

中 学 卒 ― ― ― 

 教 育 職 
 (幼稚園教諭) 

大 学 卒 199,700 円 ― ― 

高 校 卒 177,200 円 ― ― 

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在） 

  区    分  経験年数 10 年  経験年数 15 年   経験年数 20 年  

一般行政職 大 学 卒 271,880 円       313,122 円 371,216 円 

高 校 卒 ―             278,600 円        316,266 円 

技能労務職 高 校 卒 ―       266,933 円 318,350 円 

中 学 卒       ―       ―       ― 

教 育 職 
(幼稚園教諭) 

大 学 卒       ―       ―          ― 

短 大 卒       ―       ―       ― 

 



４ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在） 

 

（注）１： 貝塚市職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２：標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  
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注 平成１９年１月１日より、７級制から８級制に変更している。 

 

(2) 昇給への勤務成績の反映状況 

未実施 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 部長の職務 １０人 ３．３％ 

２ 級 理事の職務 ０人 ０．０％ 

３ 級 課長の職務 ４２人 １３．９％ 

４ 級 課長補佐の職務 ５４人 １７．９％ 

５ 級 係長の職務 ７０人 ２３．２％ 

６ 級 副主査の職務 ３０人 ９．９％ 

７ 級 相当高度の知識等を必要とする業務を行う職務 ８１人 ２６．８％ 

８ 級 定型的な業務を行う職務 １５人 ５．０％ 



５ 職員の手当の状況  

 (1) 期末手当・勤勉手当 

貝塚市 大阪府 国 

１人当たり平均支給額（２２年度） 

1,530  千円 

１人当たり平均支給額（２２年度） 

1,557  千円 

― 

（２２年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分  １．３５月分 

(１．４５)月分 (０．６５)月分 

（２１年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分  １．３５月分 

(１．４５)月分 (０．６５)月分 

（２２年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．３５月分 

(１．４５)月分  (０．６５)月分 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 
役職加算    ５～２０％ 

 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 
役職加算    ５～２０％ 

 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による 

加算措置 
役職加算    ５～２０％ 

 

  （注） ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。(公営企業分を除く） 

 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）    未実施 

 

(2) 退職手当（平成２３年４月１日現在） 

貝塚市 国 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続 20 年    23.50 月分    30.55 月分 

勤続 25 年    33.50 月分    41.34 月分 

勤続 35 年    47.50 月分    59.28 月分 

最高限度額      59.28 月分    59.28 月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 
1 人当たり平均支給額 

10,648 千円    27,460 千円 

（支給率）    自己都合  勧奨・定年 

勤続 20 年    23.50 月分   30.55 月分 

勤続 25 年    33.50 月分  41.34 月分 

勤続 35 年    47.50 月分   59.28 月分 

最高限度額    59.28 月分   59.28 月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 22 年度に退職した職員に支給された平均額である。

(公営企業分を除く） 

 

(3) 地域手当（平成２３年４月１日現在） 

支 給 実 績（２２年度決算） 160,945 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）       254,661   円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

貝塚市全域（教育職除く） ６  ％      ５９５ 人     ６  ％ 

貝塚市全域（教育職） １０  ％      ３７ 人     ６  ％ 

 



 

(4) 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 

支給実績（２２年度決算）               7,687  千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）               74,638    円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度）               16.3    ％ 

手当の種類（手当数）                        

１１ 

手当の名称 主な支給対象職

員 

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単

価 

救急業務従事手当 消防職員 救急業務 1 件 100 円 

救急救命士従事手当 消防職員のうち救

急救命士法に基

づく免許を受けた

職員 

救急救命士の業務に従事

したとき 

１件２０００円 

災害出動手当 消防職員 出火出動、救助出動又は

災害出動により災害現場

で災害救助の指導、監督

又は作業に従事したとき 

1 件 300 円 

高所作業従事手当 消防職員 地上 10 メートル以上のハ

シゴ車等足場の不安定な

場所において消火その他

の作業及び訓練に従事し

たとき 

日額 230 円 

感染症防疫作業従事手当 廃棄物対策課に

勤務する職員 

感染症予防法に基づく消

毒業務やそ族、昆虫の駆

除業務 

日額 230 円 

夜間交代勤務手当 消防職員 交代勤務職員が深夜の作

業に従事したとき 

1 回 410 円(深夜におけ

る勤務時間が 2 時間を

超える場合にあっては

780 円) 

年末年始勤務手当 消防職員等 年末年始(12/30～1/4)に

勤務したとき 

勤務 1 時間につき

1,000 円 

じんあい収集作業等従事手

当 

廃棄物対策課に

勤務する職員 

じんあい収集業務又は機

械により薬剤散布業務を

行うとき 

1 日 300 円 

下水道清掃作業等従事手当 施設保全課に勤

務する職員 

下水の清掃又は消毒業務 1 日 300 円 

動物死体処理作業従事手当 

(第 1 種及び第 2 種) 

廃棄物対策課に

勤務する職員 

(第 1 種) 

犬猫等の死体の収集、運

搬業務 

1 回 350 円 

生活衛生課に勤

務する職員 

(第 2 種) 

犬猫等の死体の処分業務 

1 回 150 円 

納棺・火葬業務従事手当 生活衛生課に勤

務する職員 

納棺・火葬業務 1 件 500 円 

 



 

(5) 時間外勤務手当 

支給実績（２２年度決算）            155,236  千円 

職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）            245,627    円 

支給実績（２１年度決算）            152,752  千円 

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）            239,424    円 

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含む。 

 

(6) その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

手当名  内容及び支給単価  国の制

度との

異同 

国の制度と 異なる内

容 
  支給実績 

（２２年度決算） 
支給職員１人

当たり 平均支

給年額 

(２２年度決算) 

扶養手当 配偶者         13,000 円 

1 人            6,500 円 

1 人(配偶者なし)    11,000 円 

特定期間の加算    5,000 円 

同じ   79,482 千円 238,686 円 

住居手当 

自宅(持家)        2,500 円 

借家・貸間   家賃の 1/2 の額 

(上限 27,000 円) 

異なる 国については、 
     
・自宅           
新築又は購入の日か
ら５年を超えないもの
に限定 
 
・借家・貸間       
12,000 円を超える家
賃に限定 

38,737 千円 109,737 円 

通勤手当 
 

片道 2 ㎞未満については支給対象外 

自動車(交通用具) 

2～4km 2,900 円 (2,000 円) 

4～6km 4,300 円 (3,000 円) 

6～8km 5,750 円 (4,000 円) 

8～10km 7,200 円 (5,000 円) 

10～12km 8,600 円 (6,000 円) 

12～14km 10,050 円 (6,000 円) 

14～16km 11,500 円 (6,000 円) 

16～18km 12,900 円 (6,000 円) 

18～20km 14,350 円 (6,000 円) 

20～ 15,750 円 (6,000 円) 

交通機関等 

運賃相当額(６箇月定期代) 

異なる 国 

 

・自動車と自転車

等の区別なし。 

距離制限 60 ㎞

まで。 

距離区分は 5 ㎞

毎の設定 

 

・交通機関利用

者については月

額 55,000 円の支

給制限あり。 

 

 

36,116 千円 69,857 円 

管理職手

当 

部長    月額 60,300 円 

課長    月額 43,200 円 

課長補佐（幼稚園長） 

月額 37,000 円 

異なる  国 

組織・官職により

規定する額 

75,454 千円 489,963 円 

義務教育

等教員特

別手当 

教育職員に対し 15,900 円を超え

ない範囲で職務の級及び号給に

応じて支給  

- - 1,140 千円 30,818 円 

宿日直手当 1 回 4,200 円  同じ    支給実績なし ―   円 



６ 特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在） 

区     分 給料月額等 

給料  

市     長 

 

副  市  長 

 

 864,000 円  

( 960,000 円 ) 

747,000 円  

( 830,000 円 ) 

（参考）類似団体における最高／最低額 

989,000 円／ 582,400 円 

 

820,000 円／ 612,000 円 

報酬 議     長 

 

副  議  長 

 

議     員 

589,000 円 

（620,000 円） 

560,500 円 

（590,000 円） 

522,500 円 

（550,000 円） 

698,000 円／ 395,000 円 

 

618,000 円／ 345,000 円 

 

570,000 円／ 315,000 円 

期末手当 市     長 

副  市  長 

 （平成２３年度支給割合） 

３．９０月分  

議     長 

副  議  長 

議     員 

 （平成２３年度支給割合） 

３．９０月分 

退職手当  

市     長 

副  市  長 

 （算定方式）             (１期の手当額)   （支給時期） 
給料月額×在職月数×０．５×０．６  13,824 千円     任期毎 

給料月額×在職月数×０．３×０．６    7,171 千円     任期毎 

（注）１：給与及び報酬の( )内は、減額措置を行う前の額である。 

２：退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 



７ 職員数の状況  

  (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                   （各年４月１日現在） 

     区 分 

部 門 

職  員  数 対 前 年 

増 減 数 

主な増減理由 

平成２２年 平成２３年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議 会 

総 務 

税 務 

民 生 

衛 生 

労 働 

農林水産 

商 工 

土 木 

６ 

８１ 

３９ 

１１４ 

５６ 

１ 

１３ 

６ 

５２ 

６ 

７９ 

３９ 

１１５ 

５５ 

１ 

１３ 

６ 

５０ 

０ 

△２ 

０ 

１ 

△１ 

０ 

０ 

０ 

△２ 

 

欠員不補充 

 

欠員補充 

欠員不補充 

 

 

 

欠員不補充 

計  ３６８ ３６４ △４ <参考>平成２３年４月１日 

人口 10,000 人当たり職員数  40.47 人 
(類似団体の人口 10,000 人当たり職員数

45.42 人） 

教育部門 １２０ １２１ １ 欠員補充 

消防部門 ８３ ８３ ０  

小  計 ５７１ ５６８ △３ <参考>平成２３年４月１日 

人口 10,000 人当たり職員数  63.15 人 
(類似団体の人口 10,000 人当たり職員数

60.51 人） 

公営会企計

業部等門 

病 院 

水 道 

下水道 

その他 

２６０ 

４１ 

２６ 

３６ 

２７４ 

４１ 

２６ 

３５ 

１４ 

０ 

０ 

△１ 

欠員補充 

 

 

欠員不補充 

小  計 ３６３ ３７６ １３  

合  計 ９３４ 

[1,034] 

９４４ 

[1,034] 

１０ 

[ 0] 

<参考>平成２３年４月１日 

人口 10,000 人当たり職員数 104.96 人 

（注）１：職員数は一般職に属する職員数である。  

２：[   ]内は、条例定数の合計である。 

 



(2) 年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在） 

 （％） 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

20歳
未

満

20～
23

24～
27

28～
31

32～
35

36～
39

40～
43

44～
47

48～
51

52～
55

56～
59

60歳
以

上

H２３

５年前の
構成比

 
 

 
区 分 20 歳 

 

未満 

20 歳 

｜ 

23 歳 

24 歳 

｜ 

27 歳 

28 歳 

｜ 

31 歳 

32 歳 

｜ 

35 歳 

36 歳 

｜ 

39 歳 

40 歳 

｜ 

43 歳 

44 歳 

｜ 

47 歳 

48 歳 

｜ 

51 歳 

52 歳 

｜ 

55 歳 

56 歳 

｜ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

 

計 

職員数 人 

２ 
人 

２３ 
人 

７９ 
人 

１２７ 
人 

１１６ 
人 

１１７ 
人 

１１４ 
人 

１０２ 
人 

８４ 
人 

８２ 
人 

８４ 
人 

１３ 
人 

９４３ 

 

 

(3) 職員数の推移                              （単位：人・％） 

         年度 

 

部門別 

 

１８年 

 

１９年 

 

２０年 

 

２１年 

 

２２年 

 

２３年 

過去５年間の

増減数（率） 

一般行政 ３９９ ３９３ ３７９ ３７７ ３６８ ３６４ ▲35（▲8.8％） 

教育 １２６ １２１ １１７ １１７ １２０ １２１ ▲5（▲4.0%） 

消防 ８２ ８３ ８３ ８３ ８３ ８３ 1（1.2％） 

普通会計計 ６０７ ５９７ ５７９ ５７７ ５７１ ５６８ ▲39（▲6.4%） 

公営企業会計計 ３５１ ３４４ ３３９ ３４８ ３６３ ３７６ 22（7.1%） 

総合計 ９５８ ９４１ ９１８ ９２５ ９３４ ９４４ ▲14（▲1.5%） 

 

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

   ２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。 

 



８ 公営企業職員の状況  

 (1) 水道事業  

 [１] 職員給与費の状況  

ア 決算 

区分 総費用Ａ  純損益又は実

質収支 

職員給与費    

Ｂ  

総費用に占める 

職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

 21 年度の総費用に占

める職員給与費比率 

２２年度  千円 

1,773,576 

千円 

151,244 

千円 

388,228 

％ 

21.9  

               ％ 

20.7  

 

区分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 

【参考】 

市町村一人当

たり給与費 

Ｂ／Ａ 

給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計  Ｂ  

２２年度 人 

41  

千円 

177,104  

千円 

17,848  

千円 

61,557  

千円 

256,509  

千円 

6,256  

千円 

6,443  

（注）１：職員手当には退職給与金を含まない。 

２：職員数は、２３年３月３１日現在の人数である。 

 

イ  特記事項 

平成 10 年 4 月１日から課長級以上の職員について、管理職手当の 10％とそれに対応す

る地域(調整）手当の減額支給を行っている。 

 

[２] 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２３年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

貝塚市(水道)  ４３．３歳 359,963 円 521,359 円 

市町村 平 均 ４５．６歳 362,100 円 535,892 円 

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

[３] 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

貝塚市（水道） 貝塚市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（22 年度） 

1,501 千円 

１人当たり平均支給額（22 年度） 

1,530   千円 

（２２年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

２．６０月分     １．３５月分 

(１．４５) 月分    (０．６５)月分 

（２２年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

 ２．６０月分   １．３５月分 

(１．４５)月分  (０．６５)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算     5～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算     5～20％ 

 

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

 

 

 



イ 退職手当（平成２３年４月１日現在） 

貝塚市(水道）    貝塚市（企業を除く全会計） 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続 20 年   23.50 月分    30.55 月分 

勤続 25 年   33.50 月分    41.34 月分 

勤続 35 年   47.50 月分    59.28 月分 

最高限度額    59.28 月分    59.28 月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 
1 人当たり平均支給額 

（自己都合） （勧奨・定年） 

なし   25,571 千円 
 

（支給率）    自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年    23.50 月分    30.55 月分 

勤続 25 年    33.50 月分    41.34 月分 

勤続 35 年    47.50 月分    59.28 月分 

最高限度額     59.28 月分    59.28 月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 
1 人当たり平均支給額 

（自己都合） （勧奨・定年） 

10,648 千円 27,460 千円 
 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、22 年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額で

ある。 

  

ウ 地域手当（平成２３年４月１日現在） 

支 給 実 績（２２年度決算）            10,356 千円 
支給職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算）             252,596 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度 

（支給率） 

 貝塚市全域 6％ ４１人           6 ％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 
支給実績（２２年度決算） 297 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 14,865 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度） 48.8％ 

手当の種類（手当数） ４  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給

単価 

給・配水管修繕手当 工務課に勤務する職員  交通を遮断することなく行

う給・配水管修繕業務  

１日２５０円 

有害物取扱手当 浄水課に勤務する職員  法に規定する特定化学物

質等、毒物又は劇物を取り

扱う作業に従事したとき  

１日１５０円 

緊急出動手当  全職員  正規の勤務時間外に事故

等で緊急出動を命じられた

とき  

1 回 1,000 円 

年末年始勤務手当  全職員  年末年始（12/30～1/4）に

勤務したとき  

勤務 1 時間につき 

1,000 円 

 

オ 時間外勤務手当 
支給実績（２２年度決算） 5,848 千円 

職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算） 142,623   円 

支給実績（２１年度決算） 5,391 千円 

職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 134,769   円 

  （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 



 

 カ その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
一般行政

職の制度と

の異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 
（２２年度決算） 

支給職員 

１人当たり 平

均支給年額 

（２２年度決算） 

扶養手当 

配偶者         13,000 円 

1 人              6,500 円 

1 人(配偶者なし)    11,000 円 

特定期間の加算    5,000 円 

同じ 

   7,587 千円 270,958 円 

住居手当 

自宅(持家)        2,500 円 

借家・貸間   家賃の 1/2 の額 

(上限 27,000 円) 

同じ 

  2,945 千円 101,562 円 

通勤手当 

片道 2 ㎞未満については支給対象外 

自動車(交通用具) 

2～4km 2,900 円 (2,000 円) 

4～6km 4,300 円 (3,000 円) 

6～8km 5,750 円 (4,000 円) 

8～10km 7,200 円 (5,000 円) 

10～12km 8,600 円 (6,000 円) 

12～14km 10,050 円 (6,000 円) 

14～16km 11,500 円 (6,000 円) 

16～18km 12,900 円 (6,000 円) 

18～20km 14,350 円 (6,000 円) 

20～ 15,750 円 (6,000 円) 

交通機関等 

運賃相当額(６箇月定期代) 
 

同じ 

  2,897 千円 78,299 円 

管理職手当 

部長    月額 60,300 円 

課長    月額 43,200 円 

課長補佐 月額 37,000 円 

同じ 

  5,862 千円 488,500 円 

 



 (２) 病院事業  

 [１] 職員給与費の状況  

ア 決算 

区分 総費用Ａ  純損益又は

実質収支 

職員給与費

Ｂ  

総費用に占め

る職員給与費

比率Ｂ／Ａ 

(参考) 

21 年度の総費用に占

める職員給与費比率 

22 年度  千円 

5,862,041 

千円 

△230,593 

千円 

2,867,854 

 ％ 

４８．９  

％ 

４９．５  

 

区分 職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当

たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 

【参考】 

市町村 

一人当たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 

給 料 職員手

当 

期末･勤勉

手当 

計  Ｂ  

 

23 年度 人 

290  

千円 

1,154,013  

千円 

635,941  

千円 

453,290  

千円 

2,243,244 

千円 

7,735  

千円 

6,803  

 (注)１：職員手当には退職給与金を含まない。 

   ２：職員数は、２３年３月３１日現在の人数である。 

 

イ  特記事項 

平成 10 年 4 月１日から課長級以上の職員について、管理職手当の 10％とそれに対応す

る地域(調整）手当の減額支給を行っている。 

 

[２] 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２３年４月１日現在） 

 区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

貝塚市 医師 ４６．９歳 581,736 円 1,404,533 円 

看護師 ３９．８歳  319,430 円 492,818 円 

医療技術員 ４１．０歳 354,637 円 577,761 円 

事務員 ４２．４歳 369,037 円 569,216 円 

労務員 ４２．１歳 319,772 円 471,083 円 

市町村平均 医師 ４３．８歳 570,112 円 1,376,318 円 

看護師 ３７．９歳 287,568 円 453,757 円 

事務員 ４３．８歳 342,657 円 518,520 円 

 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 



[３] 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 
   貝塚市（病院） 貝塚市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（22 年度）                    

1,492  千円 

１人当たり平均支給額（22 年度）                  

1,530  千円 

（22 年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．３５ 月分 

(１．４５)月分  ( ０．６５)月分 

（22 年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

２．６０月分   １．３５ 月分 

(１．４５)月分  (０．６５) 月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算     5～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算     5～20％ 

 

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。 
 

イ 退職手当（平成２３年４月１日現在） 
貝塚市(病院）    貝塚市（一般行政職） 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続 20 年   23.50 月分    30.55 月分 

勤続 25 年   33.50 月分    41.34 月分 

勤続 35 年   47.50 月分    59.28 月分 

最高限度額    59.28 月分    59.28 月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 
1 人当たり平均支給額 

（自己都合） （勧奨・定年） 

800 千円 22,391 千円 
 

（支給率）    自己都合  勧奨・定年 

勤続 20 年   23.50 月分    30.55 月分 

勤続 25 年   33.50 月分    41.34 月分 

勤続 35 年   47.50 月分    59.28 月分 

最高限度額    59.28 月分    59.28 月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 
1 人当たり平均支給額 

（自己都合） （勧奨・定年） 

10,648 千円 27,460 千円 
 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額で

ある。 

 

 ウ 地域手当（平成２３年４月１日現在） 
支 給 実 績（22 年度決算）          83,070 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（22 年度決算）             337,570 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

 貝塚市全域  （医師）  １５％     ３７人 １５  ％ 

 貝塚市全域（その他）   ６％ ２３５人 ６ ％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 
支給実績（22 年度決算） 36,920 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 184,523 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度） 73.4％ 

手当の種類（手当数） ４ 

手当の 

名称 

主な支給対象

職員 
主な支給対象業務 

左記職員に対する 

支給単価 

放射線作

業従事手

当 

医師・看護師・

准看護師・技師  放射線の撮影等の作業に従事したとき 
１日 230 円 

（半日 115 円） 



助産手当  助産師  分娩介助に従事したとき  1 件 300 円  

夜間看護

手当 

医師・看護師・

准看護師・技師  

 

・正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が

深夜において行われるとき。 

 

・救急患者に対処するため呼び出しを受け、正規

の勤務時間以外の時間において 手術等の業務

に 1 時間以上従事 したとき。 

 

・救急業務に備えるため、あらかじめ貸与する通

信端末を携帯し、自宅待機を命じられたとき。 

準夜     

1 回  2,900 円 

深夜     

1 回  3,300 円 

救急呼出 

医師管理職    

１回 10,000 円 

その他管理職  

１回  4,000 円 

その他       

１回  1,240 円 

 

待機 

平日  1,000 円 

土曜  1,500 円 

日祝日 2,000 円 

年末年始

勤務手当  
全職員 年末年始（12/30～1/4）に勤務したとき 

勤務 1 時間につき

1,000 円  

 

 オ 時間外勤務手当 

支給実績（22 年度決算） 115,188 千円 

職員１人当たり平均支給年額（22 年度決算） 402,054   円 

支給実績（21 年度決算） 118,441 千円 

職員１人当たり平均支給年額（21 年度決算） 414,856   円 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含む。 

 

 カ その他の手当（平成２３年４月１日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
一般行政

職の制度

との異同 

一般行政

職の制度と

異なる内容 

支給実績 
(22 年度決算) 

 

支給職員 

１人当たり 平均

支給年額 
（22 年度決算） 

扶養手当 
配偶者         13,000 円 

1 人               6,500 円 

1 人(配偶者なし)     11,000 円 

特定期間の加算    5,000 円 

同じ 

  24,794 千円 207,919 円 

住居手当 
自宅(持家)         2,500 円 

借家・貸間    家賃の 1/2 の額 

(上限 27,000 円)  

同じ 

  13,275 千円 97,969 円 

通勤手当 片道 2 ㎞未満については支給対象外 

自動車(交通用具) 

2～4km 2,900 円 (2,000 円) 

4～6km 4,300 円 (3,000 円) 

6～8km 5,750 円 (4,000 円) 

8～10km 7,200 円 (5,000 円) 

10～12km 8,600 円 (6,000 円) 

異なる 

  28,667 千円 172,086 円 



12～14km 10,050 円 (6,000 円) 

14～16km 11,500 円 (6,000 円) 

16～18km 12,900 円 (6,000 円) 

18～20km 14,350 円 (6,000 円) 

20～ 15,750 円 (6,000 円) 

以下、医師に限る 

16～18km 23,400 円  

18～20km 24,850 円  

20～22km 26,250 円  

22～24km 42,400 円  

24～26km 43,850 円  

26～28km 45,250 円  

28～30km 46,700 円  

30～32km 48,150 円  

32～34km 49.,550 円  

 34～36km 51,000 円  

36～38km 52,400 円  

38～40km 53,850 円  

40～42km 55,300 円  

42～44km 67,200 円  

44～46km 68,650 円  

46～48km 70,100 円  

48～50km 71,500 円  

50km～ 72,950 円  

交通機関等 

運賃相当額(６箇月定期代) 
 



医師 

初任給 

調整手当 

基準日 当該年度の 4 月 1 日    

16 年未満    238,000 円 

16～17 年    351,000 円 

17～18 年    365,000 円 

18～19 年    378,000 円 

19～20 年    391,000 円 

20～21 年    408,000 円 

21～22 年    428,000 円 

22～23 年    448,000 円 

23 年以上    470,000 円 

※副部長以下は、16 年未満を適

用する。 

※加算（月額） 

16 年以上の医療職２級の職員が

通常勤務時間外において診療業

務を行った場合の加算 

10 時間以上 20 時間未満        

          25,000 円 

20 時間以上 30 時間未満        

          75,000 円 

30 時間以上                          

         125,000 円 
※医師派遣協定に基づき医師を派遣

し、診療業務に従事した場合の加算 

市立貝塚病院が収入した額に別に管

理者が定める割合を乗じて得た額 

異なる 
該当 

手当なし 

174,110 千円 4,532,148 円 

管理職 

手当 

・医師                   

 院長    月額 80,100 円 

医療監   月額 80,100 円 

 副院長   月額 70,200 円 

 診療局長・参与 月額 60,300 円 

 部長    月額 50,400 円 

ｾﾝﾀｰ長  月額 50,400 円 

・看護師                 

 看護局長 月額 60,300 円 

 副局長   月額 43,200 円 

 看護師長 月額 37,000 円 

・医療技術員              

 技師長   月額 43,200 円 

 副技師長 月額 37,000 円 

 室長    月額 43,200 円 

 副室長   月額 37,000 円 

 部長    月額 50,400 円 

 副部長   月額 43,200 円 

 主幹     月額 37,000 円 

・事務員                 

 事務局長 月額 60,300 円 

 課長    月額 43,200 円 

 課長補佐 月額 37,000 円 

異なる 

一般行政

職には医

師の定め

がない 

27,421 千円  559,616 円 



宿日直 

手当 

・医師 

 平日（当直）    40,000 円 

 土曜（半＋当直） 60,000 円 

 土曜（日＋当直） 80,000 円 

日祝日（日＋当直） 80,000 円 

※加算（1 件につき） 

外来初診(救急告示を受けてい

る診療科、又はこれに準ずる診療

科） 

  通常    2,300 円 

  休日    2,400 円 

  深夜    3,550 円 

 外来再診(救急告示を受けている

診療科、又はこれに準ずる診療

科） 

  通常    1,800 円 

  休日    1,850 円 

  深夜     3,000 円 

 外来初診（その他の診療科） 

  通常     850 円 

  休日    1,250 円 

  深夜    2,400 円 

 外来再診（その他の診療科） 

  通常     650 円 

  休日     950 円 

  深夜    2,100 円 

 

入院加算   3,000 円 

分娩加算  10,000 円 

 

・看護師、医療技術員 

［管理職］ 

 平日（当直）     6,400 円 

 土曜（半＋当直）  9,600 円 

 土曜（日＋当直） 12,800 円 

日祝日（日＋当直） 12,800 円 

［管理職以外］ 

 平日（当直）     4,200 円 

 土曜（半＋当直）  6,300 円 

 土曜（日＋当直）  8,400 円 

日祝日（日＋当直） 8,400 円 

異なる   28,655 千円 414,288 円 

 


